
 SafeworK 向上宣言
🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセン
ター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮
城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木材製造業労働
災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

様式１
宣言日 令和5年9月21日

事業場名

株式会社　マルテック

私は事業主として無事故・無災害で工事を完遂する

ために
1 危険予知活動推進とリスクアセスメントを確実に実施し、事故を未

然に防ぎます。

2 安全で健康的な職場環境を目指します。

3 作業手順、作業計画書とルールを守り、安全作業を心掛けます。

4 交通規則を守り、防衛運転、思いやり運転に努めます。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき下記事項を

実践します。
1 作業打合せを具体的に行い、リスクを低減した安全作業を行います。

2 ５Ｓ活動を推進し、働きやすい職場環境への対応をします。

3 決められたルールを厳守し、近道行動等の不安全行動を行いません。

4 自身の運転に自信過剰にならず、相手の目線になって運転します。


